
重要事項説明書 （訪問介護） 

 

 

１．事業所の名称等 

    シャロ－ム在宅ケアセンター    （介護保険事業所№1471900496） 

                     （平成１２年（２０００年）２月１日指定） 

 

２．事業所の管理者及び連絡先 

    管理者：鈴木 貴宣（すずき たかのぶ） 

    連絡先：横須賀市走水１丁目３５番地 

    電話№：０４６－８４４－０３０１ 

 

３．事業実施の地域 

    通常の事業の実施地域は、横須賀市池田町、浦賀丘、浦賀、浦上台、大津町、 

    小原台、鴨居、桜が丘、根岸町、走水、二葉、馬堀海岸、馬堀町、三春町、安浦 

    町です。 

 

４．職員体制（令和６年４月１日現在） 

    管理者１名、サ－ビス提供責任者２名、訪問介護員３名（常勤兼務３名）です。 

 

５．営業日・営業時間等 

    窓口受付時間    ８：４５～１７：４５（月曜日～金曜日） 

    活動時間      早朝  ６：００～ ８：００ 

              日中  ８：００～１８：００ 

              夜間 １８：００～２２：００ 

 

６．サ－ビス利用料・利用者負担金等 

サービス利用料等は、別紙料金表の通りです。 

 

７．支払い方法等 

    ①支払い方法 

      １）口座引落：利用者指定の金融機関預金口座から翌月２７日引落 

  ２）指定口座に振込：事業者指定の金融機関預金口座に翌月２７日前に振込 

    ②上記の利用者負担金については、「法定受領（現物給付）」についてです。「居宅

サ－ビス計画（ケアプラン）」を作成しない場合など、「償還払い」になる場合は、



一旦利用者が利用料（１０割全額）を支払い、その後市町村に対して保険給付分

（９割、８割または７割）を請求することになります。 

     

８．キャンセル及びキャンセル料 

①利用者がサ－ビスの利用を中止する際は、前日までに連絡下さい。 

  ※連絡窓口 電話№：０４６－８４４－０３０１ 

②当日のキャンセルについては、訪問介護員派遣費用相当額を申し受けることに

なりますのでご了承下さい。但し、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル

料は不要です。 

 

９．事業所の概要等 

①当事業所は、社会福祉法人 三育福祉会（理事長：島田 真澄）が開設・運営す

る指定訪問介護事業です。この他、三育福祉会が開設・運営する事業には、居宅

介護支援、通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホ－ム、横須賀市特別給

付事業（施設入浴）等があります。 

②従業者が業務上知り得た利用者または家族の秘密を、従業者でなくなった後に

おいてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者と契約しています。 

１０．緊急時等における対応方法 

訪問介護員等は、訪問介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ

たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずると共に、管理者に報告いた

します。 

 

１１．事故発生時の対応方法 

事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等 

に連絡を行うとともに、必要な処置を講じ記録を残します。また、賠償すべき事故

が発生した場合には、損害賠償を行います。 

 

１２．相談窓口及び苦情対応 

    ①サ－ビスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応致します。 

     電話：０４６－８４４－０３０１ 

     対応日時：月曜日から金曜日、８時４５分～１７時４５分 

     担当：鈴木 貴宣（すずき たかのぶ） 

     

①公的機関においても、次の機関において苦情申し出等ができます。 

横須賀市民生局福祉こども部介護保険課給付係 

     電話：０４６－８２２－８２５３ 



     対応日時：月曜日から金曜日（祝日を除く）、８時３０分から１７時１５分 

     神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係 

電話：０４５－３２９－３４４７  

苦情専用電話：０５７０－０２２１１０ 

対応日時：月曜日から金曜日（祝日を除く）、８時３０分から１７時１５分 

＊横須賀市以外の方は、当該市町村介護保険担当窓口へご連絡ください。 

１３．ハラスメントについて 

当事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境

が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

①事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ

相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（1）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（2）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（3）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となり

ます。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防

会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

③職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施し

ます。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発

生状況の把握に努めます。 

④ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環

境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

１４．虐待防止について 

当事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓

発・普及するための研修を実施する等の措置を講じます。 

① 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

② 当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

る虐待 を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町

村に通報します。 

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について

従業者に周知徹底を図ります。 

１５．感染症対策について 

当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。 



① 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底しています。 

④ 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

１６．業務継続に向けた取り組みについて 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継

続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

１７．提供するサービスの第三者評価は実施していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【説明ご確認欄】 

令和  年  月  日 

サ－ビスにあたり、上記により重要事項を説明致しました。 

事業者 所在地  横須賀市走水１丁目３５番地 

        事業者名 シャロ－ム在宅ケアセンター 

 

説明者               

 

令和  年  月  日 

サ－ビスにあたり、上記の通り説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 

利用者 住所                    

 

           氏名               

 

代理人または立会人  住所                    

 

            氏名               

（令和６年 7 月１日） 


